
基準認証政策 ······················································································· 190 

１．基準認証政策に関する主な動き（総論） ····························································· 190 

２．標準化政策 ······················································································· 190 

２．１．国内標準（ＪＩＳ） ········································································ 190 

２．２．国際標準（ＩＳＯ/ＩＥＣ） ································································· 191 

２．３．諸外国との連携 ············································································ 191 

２．４．標準化人材の育成 ·········································································· 193 

２．５．基準認証政策に関する普及・広報 ···························································· 193 

３．認証政策 ························································································· 193 

３．１．国内における適合性評価制度の的確な運用 ···················································· 193 

３．２．マネジメントシステム規格とその認証 ························································ 194 

３．３．グローバル認証基盤整備事業 ································································ 194 

３．４．適合性評価手続の効率化の推進 ······························································ 194 

４．計量行政・知的基盤整備政策 ······································································· 194 

４．１．知的基盤の整備 ············································································ 194 

４．２．知的基盤整備の状況 ········································································ 195 

４．３．知的基盤整備に係る国際的対応 ······························································ 196 

４．４．計量行政をめぐる動き ······································································ 197 

４．５．計量制度の的確な運用 ······································································ 197 

４．６．計量行政に係る国際的対応 ·································································· 197 

４．７．計量行政に関する普及・広報 ································································ 198 

４．８．計量行政審議会の活動 ······································································ 198 

 

  



190 

基準認証政策 

１．基準認証政策に関する主な動き（総論） 

経済社会のグローバル化の進展や技術の進歩に伴い、我

が国の標準化活動を取り巻く環境は著しく変化している。

国際的な環境変化を機敏に捉え、迅速かつ柔軟に対応する

とともに、産業競争力を強化する視点から、戦略的な標準

化活動の重要性が高まっている。特に、あらゆるモノやサ

ービスをつなぐためのインターフェースとして、標準の重

要性はますます高まってきており、また、領域横断や異業

種連携、先端技術の社会実装においても、その役割は拡大

している。 

この状況の中、我が国企業の競争優位を強固にする国際

標準の確立、産業競争力強化に資する国内規格等の策定、

世界的に通用する認証基盤の整備等を通じ、国内外の市場

における我が国企業の戦略的な事業展開を促進するとと

もに、国内外の市場の創出を目指していく必要がある。 

また同時に、国民生活の安全と経済産業の基盤を支える

ため、計量標準等の知的基盤の整備及び利用促進を図ると

ともに、計量制度の効果的な運用を行うことで、企業活動

等の質を高め、国富の増大を図る取組みを力強く進めてい

かなければならない。 

経済産業省では、国際標準化体制の強化のために様々な

政策を講じている。具体的には、標準化関連予算を活用し

て、重要分野における世界の規制や標準化の動向に関する

情報収集を行い産官学で共有するとともに、国として実施

すべき規格開発に官民連携で取り組んでいる。また、既存

分野、新規分野、業種横断的分野等についての官民の連携

の在り方を整理し、規格開発の戦略や推進体制について議

論をしている。この動きの中で、2020 年７月には、国立研

究開発法人産業技術総合研究所（産総研）に「標準化推進

センター」が発足した。さらに、2020 年 12 月に内閣府統

合イノベーション戦略推進会議内のイノベーション政策

強化推進チームの下、省庁間の標準化活動に関する政策や

国内外動向の共有、官民における標準の戦略的取組の推進

を目的として設置された「標準活用推進タスクフォース」

では、戦略的な標準活用に向けた基盤整備（関連予算獲得、

官民連携体制強化、民間支援等）や、官民連携で大きな市

場の急速な立ち上げが期待できる重点分野の選定および

重点分野における標準活用戦略の策定などを関係省庁と

ともに議論している。経済産業省としても重点分野として、

「水素・燃料アンモニア」の設定・推進など、省庁間連携

の下、標準化体制の強化に取り組んでいる。 

また、一国一票制の国際標準化活動について、各国との

連携を進めることが重要であるとの認識に立ち、欧米やア

ジアの標準化機関との定期的な協議会の開催や、主要国と

のＩＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動における個別分野の

協力に関する情報・意見交換を通じ、一層の連携強化を進

めている。 

さらに、標準化活動を支える人材育成の取組は極めて重

要との問題意識のもと、2017 年１月に産官学で策定され

た「標準化人材を育成する３つのアクションプラン」に基

づき、国際標準化活動を担う次世代人材育成のため、一般

財団法人日本規格協会（ＪＳＡ）と連携して、ＩＳＯ/Ｉ

ＥＣ分野において標準化に携わる若手人材を対象とした

「ＩＳＯ/ＩＥＣ国際標準化人材育成講座」（通称ヤンプロ）

を実施した。加えて、経営層・大学生向けの啓発・講義の

拡充や、標準化や規格開発に関する専門知識を備えた人材

をＪＳＡが評価して登録する制度（標準化人材登録制度）、

産業標準化事業表彰制度を通じた基準認証政策の普及・広

報等の取組みを進めている。 

 

２．標準化政策 

２．１．国内標準（ＪＩＳ） 

日本産業標準調査会（ＪＩＳＣ）において審議されるＪ

ＩＳの制定・改正については、「産業標準化審議予定一覧」

に基づき、着実に進めた。 

 例えば、汗や水分を吸収し発熱する素材として日本で開

発された「吸湿発熱素材」について、近年、国内外でこれ

を材料とした衣料品が広く普及していることから、この素

材の性能を客観的に評価するＪＩＳ L1952-1（最大吸湿発

熱温度測定法）及びＪＩＳ L1952-2（熱保持指数測定法）

の制定を行った。また、言葉や文字によらず、一目見ただ

けで多くの情報や案内を可能とする案内用図記号（ピクト

グラム）に関するＪＩＳ Z8210（案内用図記号）の改正、

戸籍や住民票などで使われている全ての漢字（約６万文字）

及び新しい絵文字などを含む国際文字コード（ＵＣＳ）に

関するＪＩＳ X0221（国際符号化文字集合）の改正など、

ＪＩＳ整備を進めた。 

 また、2018 年に改正された産業標準化法により 2019 年

度に認定された２つの認定産業標準作成機関（一般財団法
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人日本規格協会(ＪＳＡ)、一般社団法人日本鉄鋼連盟）が

作成したＪＩＳ案に関し、ＪＩＳＣの審議を経ずに迅速に、

ＪＩＳの制定10件、改正33件を2020年度中に公示した。 

 上記のような取組により、2020 年度中に制定 129 件、

改正 336 件のＪＩＳを公示した。2021 年３月末現在、

10,912 件のＪＩＳが制定されている。 

 

２．２．国際標準（ＩＳＯ/ＩＥＣ） 

（１）戦略的国際標準化の推進 

我が国産業の国際競争力を強化する観点から、国際標準

化機構（ＩＳＯ）及び国際電気標準会議（ＩＥＣ）におけ

る戦略的な国際標準化の推進が重要であり、次のような取

組を行った。 

○自動車の自動運転技術に関する国際標準化 

相互運用性確保による国際的な普及促進や、内外の法規

制に対する将来的な規格の引用を念頭に、日本が自動車の

自動運転技術の国際標準化を主導。2020 年４月には、部分

的自動車線変更システムが日本提案の国際規格（ＩＳＯ

21202）として発行されるとともに、自動車専用道路にお

けるレベル３自動運転システムや自動運転安全性検証シ

ナリオの国際標準化についても、日本提案で議論を進めて

いる。 

〇コールドチェーン物流に関する国際標準化 

小口保冷配送サービスについて、サービスの質を適切に

評価し、消費者からの信頼確保と日本の物流事業者の国際

競争力強化を図るため、日本が国際規格の開発を主導し、

2020 年５月に国際規格（ＩＳＯ23412）として発行された。

また、食品等の物流における温度管理の重要性が高まって

いることから、日本よりコールドチェーン物流を対象とし

た専門委員会の設置を提案し、2021 年１月に日本を議長・

幹事国とした専門委員会が設立された。 

〇定置用大型蓄電システムの安全性に関する国際標準化  

再生可能エネルギーの利用拡大にむけ、太陽光や風力で

発電された電力の変動を吸収し、適切に系統に繋ぐため、

多数の蓄電池やパワーコンディショナー等で構成される

「定置用大型蓄電システム」の普及が期待されている。そ

の安全性の評価にかかる国際規格を整備するため、ＩＥＣ

/ＴＣ120において2016年５月に日本提案による国際規格

作成プロジェクトが立ち上がり、2020 年４月に蓄電シス

テムの安全要求事項に関する国際規格として発行された。

また 2021 年３月に、同国際規格を元にしたＪＩＳ C4441

を制定した。 

 

（２）ＩＳＯ/ＩＥＣ総会、理事会等の上層委員会への積

極的対応 

ＩＳＯにおける総会、理事会、技術管理評議会（ＴＭＢ）、

ＩＥＣにおける総会、評議会、標準管理評議会（ＳＭＢ）、

適合性評価評議会（ＣＡＢ）、市場戦略評議会（ＭＳＢ）

等の上層委員会に対しては、委員会に積極的に参加し、地

域的なバランスを踏まえた、国際的な視点での意見が適切

に反映されるよう努めた。 

上層活動への人的貢献及び関与としては、ＩＳＯについ

ては、経済産業省の松本満男国際戦略情報分析官がＩＳＯ

財務担当 副会長（任期 2019 年～2022 年）を務めており、

また継続的にＩＳＯ理事会、ＴＭＢに委員を派遣している。

ＩＥＣについても、三菱電機の堤和彦氏が第３副会長（任

期：2019 年～2021 年）を務めている。さらに、継続的に

日本から評議会、ＳＭＢ、ＣＡＢ、ＭＳＢに委員を派遣し

ている。 

 

２．３．諸外国との連携 

（１）多国間標準化協力 

（ア）太平洋地域標準会議（ＰＡＳＣ） 

 ＩＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動における環太平洋地

域の連携強化及び参加促進を目的とし、1972 年に米国の

提唱により発足した。2021 年３月末時点で、25 の国・地

域が加盟している。2020 年５月には、オンラインで開催さ

れたＩＳＯ、ＩＥＣ、ＩＴＵ－Ｔとの合同セッションに参

加し、これら国際機関の環大平洋地域政策について議論を

行った。 

（イ）ＡＰＥＣ/基準・適合性小委員会（ＳＣＳＣ） 

ＡＰＥＣエコノミー間で基準認証分野に関する意見交

換及び協力を行うことを目的とし、1994 年に発足した。 

2020 年９月にはオンライン（議長国マレーシア）にてＡ

ＰＥＣ2020/ＳＣＳＣ２（2020 年第２回ＳＣＳＣ会合）が、

2021 年２月にオンライン（議長国ニュージーランド）にて

ＡＰＥＣ2021/ＳＣＳＣ１（2021 年第１回ＳＣＳＣ会合）

が開催され、我が国よりＷＴＯ/ＴＢＴ委員会の動向や規

格整合化調査の取組の報告、及び２件のＡＰＥＣプロジェ

クト（環境活動、ファインバブル）の進捗報告等を行った。 
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（ウ）ＡＣＣＳＱ-ＭＥＴＩ 

日本とＡＳＥＡＮとの間で基準認証分野に関する意見

交換を行うことを目的に、1999 年にＡＣＣＳＱ-ＭＥＴＩ

が発足した。本会合のＡＳＥＡＮ側の参加者は、アセアン

品質標準諮問委員会（ＡＣＣＳＱ）のメンバーである。 

その後、ＡＪＣＥＰ（日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協

定）の枠組におけるＳＣ－ＳＴＲＡＣＡＰ（任意規格、強

制規格及び適合性評価手続に関する小委員会）として開催

されることとなり、双方が関心を有する分野における標準

化活動に関する情報・意見交換を行っている（2020 年度は

11 月に開催）。 

（エ）北東アジア標準協力フォーラム 

日中韓３か国の標準化活動における連携強化及び個別

分野での協力の推進を目的とし、３か国の標準化機関、そ

の他民間団体等からの出席の下、2002 年から毎年開催。

2020 年６月には、韓国のホストで開催されたオンライン

会議に参加し、各国の標準化政策について情報交換を行っ

た。 

 

（２）二国間等標準化協力 

（ア）ＣＥＮ/ＣＥＮＥＬＥＣ/ＪＩＳＣ協力協定 

 日欧間で規格策定等の情報交換を行うことを目的に、日

本と欧州標準化委員会（ＣＥＮ）との間で 2008 年に、欧

州電気標準化委員会（ＣＥＮＥＬＥＣ）との間で 2005 年

に、それぞれ協力のための覚書（ＭＯＵ）を締結。2014 年

11 月には両協力文書を一本化し、ＣＥＮ/ＣＥＮＥＬＥＣ

/ＪＩＳＣ協力協定を締結。以降、当該協力協定に基づき、

ＣＥＮ/ＣＥＮＥＬＥＣとＪＩＳＣとの定期会合、合同作

業部会の設置及び活動、年次総会及び技術委員会へのオブ

ザーバー参加などの活動を実施している。 

 2020年 12月に日本のホストで定期会合をオンラインで

開催し、協力協定に基づく協力の進捗状況等について意見

交換を行った。 

（イ）日中標準化協力ダイアログ 

中国国家市場監督管理総局（ＳＡＭＲ）国家標準化管理

委員会（ＳＡＣ）との間で、両国の基準認証政策に関する

情報交換、ＩＳＯ/ＩＥＣ等国際標準化活動における協力・

連携等を目的とし、2007 年から日中標準化協力ダイアロ

グを実施している。2020 年は、６月に開催された北東アジ

ア標準協力フォーラムに係るオンライン会議において情

報交換を行った。 

（ウ）日韓基準認証定期協議 

韓国産業通商資源部（ＭＯＴＩＥ）技術標準院(ＫＡＴ

Ｓ)との間で、両国の基準認証政策に関する情報交換、Ｉ

ＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動に係る課題及び個別分野

の標準化活動における協力・連携等を目的とし、1979 年か

ら日韓基準認証定期協議を実施している。2020 年は、６月

に開催された北東アジア標準協力フォーラムに係るオン

ライン会議において情報交換を行った。 

 

（３）基準認証協力プロジェクト 

（ア）分野別標準化プロジェクト 

 アジア市場において事業を展開する日系企業を支援す

るとともに、二国間協力を強化することを目的として、Ａ

ＳＥＡＮ諸国を対象に分野別標準化プロジェクトを実施

した。 

 マレーシア及びベトナム、インドネシアにおいては、相

手国政府による協力の下、それぞれ 2020 年８月及び 2020

年 12 月、2021 年１月にゼロエネルギービルディング（Ｚ

ＥＢ）概念の普及促進を目的としたワークショップを開催

した。 

また、2021 年１月、２月にはベトナムを対象とした、抗

菌性製品の評価の試験方法及び認証制度に関する研修を

オンラインで実施した。 

（イ）標準化人材の育成 

ＡＳＥＡＮ諸国の国際標準化活動への参加を促進する

ため、標準化に関する人材育成を行った。2020 年 12 月に

は、ＩＥＣ地域事務所との共催で、「スマートハウスと国

際標準」についてのセミナーをオンラインによって開催し

た。 

 

（４）ＷＴＯ/ＴＢＴ委員会 

ＷＴＯ/ＴＢＴ協定（貿易の技術的障害に関する協定）

では、加盟国の強制規格（＝規制）や任意規格について、

国際規格が存在する場合にはそれを基礎とすること、作成

前に加盟国に周知すること（＝通報）等を義務付けている。

また、強制規格や任意規格への適合を証明するための適合

性評価の手続についても、必要以上に貿易制限的なものと

ならない事を求めている。同協定の実施及び運用を目的と

したＴＢＴ委員会が年に３回程度開催されており、我が国
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として 2020 年度も引き続き、同委員会において他国の措

置に関する基準認証分野の貿易上の懸念について積極的

な発言等を行った。 

 

２．４．標準化人材の育成 

我が国の国際標準化活動の強化に当たっては、国際標準

化人材の育成が不可欠である。このため、2017 年１月に策

定された「標準化人材を育成する３つのアクションプラン」

に基づき、以下の取組を実施した。 

 国際標準化活動を担う次世代人材育成のため、国際標準

化実務の遂行能力に加え、グローバルに通用する交渉力及

びマネジメント力を兼ね備えた人材を育成するため、一般

財団法人日本規格協会（ＪＳＡ）と連携して、ＩＳＯ/Ｉ

ＥＣ分野において標準化に携わる若手人材を対象とした

「ＩＳＯ/ＩＥＣ国際標準化人材育成講座」（通称ヤンプロ）

を実施した（2021 年３月末時点で計 377 名の修了生を輩

出）。 

 また、大学等における標準化教育推進のため、講師とし

て職員の派遣（2020 年度で９大学）等を通じた支援を実施

するとともに、2017 年度に開発した標準化教育のモデル

カリキュラム及びファカルティ・ディベロプメント教材を

活用した標準化講義拡充のための支援を実施した。 

加えて、ＪＳＡと連携し、標準化や規格開発に関する専

門知識を備えた人材を「規格開発エキスパート」として評

価して登録する「標準化人材登録制度」（2017 年６月創設）

においては、2021 年３月末時点で規格開発エキスパート

404 名、規格開発エキスパート補 42 名を登録した。 

 

２．５．基準認証政策に関する普及・広報 

基準認証政策への理解の増進及び制度の活用促進を図

るためには、普及・広報活動が重要である。 

毎年、産業標準化推進月間である 10 月に産業標準化事

業表彰を行っている。2020 年度は、ＩＳＯ（国際標準化機

構）/ＴＣ（専門委員会）227（ばね）の国際幹事を長きに

わたって務め、自動車を始め、産業機械など幅広い分野の

基盤技術として活用されるばねの国際標準化を主導し、我

が国ばね産業の海外市場開拓に貢献した相羽氏に対し内

閣総理大臣表彰を、産業標準化事業に率先して取り組み、

その功績が顕著な個人 22 名及び３組織に経済産業大臣表

彰を、さらに、産業標準策定や国際標準化活動等を幅広い

側面から支える関係者など 32 名に対して産業技術環境局

長表彰（産業標準化貢献者表彰、国際標準化奨励者表彰）

を授賞した。なお、本年の表彰式は新型コロナウイルス感

染症の影響により、受賞対象者のみ出席可とすることで最

小限の人数に抑え、インターネットライブ配信も活用しつ

つ実施した。また、内閣総理大臣表彰受賞者及び経済産業

大臣表彰受賞者にインタビューを実施し、その功績等につ

いて、経済産業省のホームページ上で公表したほか、ポス

ターの全国配布を実施するなど、積極的に普及・啓発活動

を行った。 

 

３．認証政策 

３．１．国内における適合性評価制度の的確な運用 

（１）ＪＩＳマーク表示制度 

（ア）制度の概要 

産業標準化法によるＪＩＳマーク表示制度は、品質等を

ＪＩＳで具体的に規定し、これに適合する製品やその包装

等にＪＩＳ適合品であることを示す特別な表示（ＪＩＳマ

ーク）を付けることができる制度であり、製品の取引・使

用・消費の合理化等を目的としている。 

2021 年３月末時点で約 8,400 件（約 920 規格）が認証

されている。 

（イ）制度の信頼性確保の取組 

ＪＩＳマーク表示制度では、国は登録認証機関に対する

監督措置（報告徴収、立入検査等）を実施することとされ

ており、認証取得事業者に対する監督については一義的に

登録認証機関にその責務がある。これに加え、国も認証取

得事業者に対して必要に応じて報告徴収、立入検査及び表

示の除去命令を行うことができ、ＪＩＳマーク制度の信頼

性を確保することとしている。 

2020 年度も違反工場への厳格な対応、認証取得事業者

に対する立入検査、試買検査等を実施した。 

 

（２）ＪＮＬＡ制度 

産業標準化法に基づく試験所登録制度（ＪＮＬＡ制度）

は、試験証明書の信頼性確保を目的として、試験所の能力

に関する要求事項を規定した国際規格（ＩＳＯ/ＩＥＣ 

17025）に適合する試験事業者を登録する制度である。登

録の対象となる試験方法はＪＩＳの試験方法であり、登録

された試験方法の範囲内において、特別な標章（ロゴ）付
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きの試験証明書を発行することができる。2020 年度は、土

木建築分野で３件の新規登録があった。なお、2021 年３月

末時点での登録試験事業者数は 215 である。 

 

３．２．マネジメントシステム規格とその認証 

ＩＳＯ9001（品質）やＩＳＯ14001（環境）を代表とし

た、企業の組織管理に関する要求事項を定めたマネジメン

トシステム規格と、その適合性を評価する認証制度が、国

際的に普及している。また、技術革新や市場の環境変化等

に伴って、ＩＳＯ50001（エネルギー）、ＩＳＯ/ＩＥＣ27001

（情報セキュリティ）等、新たな分野における認証サービ

スの提供が行われている。我が国では、90 年代前半から、

マネジメントシステム規格に関する認証が本格的に始ま

り、国際規格に呼応したＪＩＳの整備も行われている。例

えば、民間の認定機関（公益財団法人日本適合性認定協会

（ＪＡＢ）等）の下に、各種認証機関が活動し、多くの組

織が品質や環境に関するマネジメントシステムについて、

国際規格を満たしているとの認証を受けている。（ＩＳＯ 

survey 2020 によれば、国内ではＩＳＯ9001 について約

32,200、ＩＳＯ14001 について約 17,800 の組織が認証を

受けている（2020 年 12 月現在））。 

 

３．３．グローバル認証基盤整備事業 

世界的な市場拡大が期待される再生可能エネルギーの

導入やスマートグリッドの構築のためには、機器・システ

ムの安全性や性能について国際的に認められることが重

要であり、そのための試験・評価を行うことのできる認証

基盤が必要である。 

他方、国内においては、大型パワーコンディショナー及

び大型蓄電池の性能・安全性に関する試験、評価を行う施

設が存在しなかったことから、国立研究開発法人産業技術

総合研究所（産総研）福島再生可能エネルギー研究所にお

いて大型パワーコンディショナの試験・評価施設を、独立

行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）において大型

蓄電池の試験・評価施設を、それぞれ整備し、両施設とも

2016 年５月から運用を開始した。2020 年度は、産総研に

おいて 34 件の共同研究／認証実験、ＮＩＴＥにおいて 53

件の試験を実施した。 

 

３．４．適合性評価手続の効率化の推進 

 適合性評価手続の相互承認（Mutual Recognition）とは、

相互承認の参加機関が、他の参加機関の適合性評価結果を、

自ら実施したものと同等であるとして相互に承認するも

ので、貿易の円滑化につながることが期待できる。政府間

の相互承認は、相手国において行われた自国の強制法規の

技術基準への適合性評価の結果が自国において行われた

ものと同等であるとして政府が相互に認め合い、かつ、受

け入れるもので、電気製品分野においては、これまでＥＵ、

シンガポール、タイ及びフィリピンとの間で相互承認に係

る協定(ＭＲＡ)を締結している。また、英国のＥＵ離脱を

受け、2020 年、相互承認に係る議定書を含む日英ＥＰＡの

署名が行われた。 

 

４．計量行政・知的基盤整備政策 

４．１．知的基盤の整備 

知的基盤とは、研究開発を始めとする知的創造活動によ

り創出された成果が体系化、組織化され、更なる研究開発、

経済活動等の促進のベースとして活用されるもの（研究用

材料、計量標準、計測・分析・試験評価に係る方法及びそ

れらに係る先端的機器並びにこれらに関連するデータベ

ース等）である。 

第４期科学技術基本計画（2011 年８月閣議決定）に基づ

き、産業構造審議会・日本工業標準調査会（現 産業標準

調査会）の合同会議である知的基盤整備特別委員会におい

て取りまとめた第２期知的基盤整備計画では、「計量標準」

「微生物遺伝資源」及び「地質情報」の３分野の新たな整

備計画・具体的な利用促進方策について、それぞれの整備

実施機関において次のように整備することとされている。 

計量標準については、ユーザーニーズを踏まえた物理標

準、標準物質の整備を前提に、整備計画の定期的な見直し

とともに、整備された成果を評価する等のＰＤＣＡサイク

ルの実施や、官民の役割分担として民間の役割の拡大、計

量法トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）運用の改善を図る

こととした。また、中堅・中小企業の利用を促進するため、

中堅・中小企業に対する支援、利用促進に向けた環境整備、

競争力強化と利便性向上に資する技術支援等を進めてい

くこととした。 

微生物遺伝資源については、その整備に当たって、質・

量ともに世界トップクラスを目指すものとし、中堅・中小

企業の利用を促進することを前提に、中堅・中小企業の支
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援、利用促進に向けた環境整備、バックアップ拠点の整備、

既存ユーザーの支援等を進めていくこととした。 

地質情報については、その整備に当たって防災等の基礎

となる地質情報の充実を図るとともに、一般国民等にも分

かりやすく使いやすい地質情報の提供、専門家・事業者に

よる２次利用の促進等を進めていくこととした。 

2021 年２月に開催した知的基盤整備特別小委員会では、

2016 年１月に閣議決定された第５期科学技術基本計画を

踏まえた第２期知的基盤整備計画の達成状況や第３期知

的基盤整備計画（案）の審議を行い、今後、新たな知的基

盤整備計画の策定に向けて、パブリックコメントの実施に

より広く意見を求めた上で検討を進めていくこととなっ

た。 

 

４．２．知的基盤整備の状況 

（１）計量標準分野（物理標準、標準物質） 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）計量標

準総合センターにおいて、物理標準については、より小さ

い領域での微小質量計測の信頼性確保のためのサブミリ

グラムの微小質量の校正及びレーザエネルギーメータに

おける微小エネルギー領域に対応するための感度校正の

２件の範囲拡張を実施した。また、標準物質については、

地球温暖化ガス計測のための「メタン/空気（大気組成）

標準ガス」の依頼試験を新規に立ち上げた。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、オン

ラインでの計量標準の情報発信・普及啓発活動に努めた。

令和２年度の計測標準フォーラム講演会は、オンライン配

信で開催し、医療・健康分野における信頼性の高い検査や

安全な医療環境の提供に必要とされる様々な計量標準お

よび計測技術を紹介した。また、大人から子供まで、広く

一般の方に計量標準を知っていただくために、計量標準総

合センターウェブサイトにおいて、国際単位系や計量標準

に関し、「計量」、「はかる」を気軽に学べるコンテンツを

集めたコーナーを開設し、情報発信の拡充等を行った。 

 

（２）微生物遺伝資源分野（産業有用微生物等） 

バイオテクノロジーの基盤を成すものとして独立行政

法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）に生物遺伝資源機

関を設置し、2015 年までに産業有用微生物約 8.9 万株等

の遺伝資源提供を可能とする体制を確立した。2020 年度

には微生物約 1,000 株を追加整備し、これまでに整備した

ものと合わせ、微生物約 9.4 万株の生物遺伝資源を整備し

た。また、2020 年度は延べ約 1.6 万株の微生物を企業等

へ提供した。 

地震等災害発生時に、企業等が保有する生物遺伝資源が

滅失することによる事業継続への影響を最小限とするた

め、生物遺伝資源をバックアップする体制を確立し、2020

年度には企業等から 870 株のバックアップを受け入れ、こ

れまでに受け入れたものと合わせ、12,735 株を保管した。

また、保存機器単位のバックアップ受入れを９台分行った。 

 

（３）地質情報分野（地質図、海洋地質図、地質地盤図、

火山地質図等） 

地質分野の知的基盤については、産総研地質調査総合セ

ンター（ＧＳＪ）において整備を実施しており、2020 年度

には、５万分の１地質図幅を２区画（陸中関、池田）、20

万分の１地質図幅１区画（「野辺地」（第２版））を出版し

た。ウェブ公開している 20 万分の１日本シームレス地質

図の内容の更新、３Ｄ地図作成に活用できる高精度標高タ

イルの公開を行った。 

地質地盤図の整備については、東京都区部の３次元地質

地盤図を取りまとめた。また埼玉県南東部や千葉県北部延

長部の３次元地質地盤図整備に向けた調査を開始した。 

海洋地質図の整備は、種子島付近海底地質図（重力異常

図・磁気異常図を含む）、久米島周辺海域表層堆積図、久

米島周辺海域海底地質図（重力異常図・磁気異常図を含む）

の整備を実施した。 

沿岸域の地質情報については、2021 年４月の相模湾沿

岸域の成果公開に向けた取りまとめを実施した。また、前

年度に調査完了した伊勢湾・三河湾沿岸域についても取り

まとめを行い、本地域の断層運動と地形の成り立ちを解明

した研究のプレスリリースを行った。紀伊水道沿岸域の調

査を開始し、陸域と海域におけるボーリングデータ解析を

実施し、音波探査と重力探査の情報を収集した。 

活断層情報については、産総研が布田川断層帯・日奈久

断層帯で実施した古地震調査のデータを活断層データベ

ース上に入力したほか、同データベース上の布田川断層帯

における調査地点情報の位置精度を向上させた。 

火山の地質情報については、恵山火山地質図を整備した

ほか、伊豆大島、日光白根山、御嶽山、秋田焼山、雌阿寒



196 

岳で地質調査を実施した。 

津波堆積物データベースについては、主に三重県、高知

県、宮崎県の津波堆積物調査結果の情報整理を行った。 

水文環境図については、「山形盆地（第２版）」、「紀の川

平野」の２地域を公開した。 

鉱物資源情報については、主として日本国内の金属鉱床

を対象に、鉱物資源データベースの編集を実施した。 

地熱資源については、地熱資源情報の利活用促進を目的

として、地熱情報データベース（ＧＲＥＳ－ＤＢ）をＧＳ

Ｊのデータベースの１つとして公開した。 

 

４．３．知的基盤整備に係る国際的対応 

（１）計量標準分野における国際的対応の強化 

（ア）国際度量衡委員会相互承認取り決め（ＣＩＰＭ Ｍ

ＲＡ） 

国家計量標準機関の維持する計量標準の世界的な同等

性を確立し、同機関が発行する校正・測定証明書の相互承

認を提供するため、メートル条約のもとに設置された国際

度量衡委員会において、1999 年 10 月に「国際度量衡委員

会相互承認取決め」（ＣＩＰＭ ＭＲＡ）が結ばれた。2021

年３月末現在、ＣＩＰＭ ＭＲＡの署名機関は 106 計量標

準機関（102 か国・４国際機関）となっている。 

また、ＣＩＰＭ ＭＲＡに基づくものを含め、計量標準

の国際的な同等性を確保するために必要となる国際比較

については、2020 年度に 11 件最終結果が公表された。 

（イ）アジア太平洋計量計画（ＡＰＭＰ） 

ＡＰＭＰはアジア太平洋地域の計量標準の水準向上を

図る機関として設立され、近年ではＣＩＰＭの地域計量組

織として計量標準の相互承認等に係る活動も行っている。

第 36 回総会は、2020 年 11 月、オンライン形式によって

開催され、ＣＩＰＭ ＭＲＡのアジア太平洋地域における

発展に向けて活発な議論が行われた。総会の他、分野ごと

に技術課題やＡＰＭＰでの活動計画について議論が行わ

れた。 

（ウ）国際計量研究連絡委員会 

1977 年、メートル条約及び国際法定計量機関（ＯＩＭ

Ｌ）を設立する条約に基づく国際活動に対する国内関係者

の情報交換及び調整を行う委員会として、国際計量研究連

絡委員会が設置された。2020 年度は、2020 年９月に書面

審議、及び 2021 年１月にオンライン形式で委員会が開催

され、メートル条約関連組織の活動状況、メートル条約加

盟国作業委員会、ＡＰＭＰ、キログラム国際基幹比較等に

ついて議論・報告が行われた。 

 

（２）地質情報分野における国際対応の強化 

東・東南アジア諸国で出版された各種の数値情報をウェ

ブ上で公開・共有化を促進するため、東・東南アジア地球

科学計画調整委員会（ＣＣＯＰ）の活動として産総研主導

によるＣＣＯＰ地質情報総合共有プロジェクトを進めた。

2020 年度には東・東南アジア各国で地質図、地震、火山、

地質災害、環境、地物、地下水、地熱、リモートセンシン

グ等の合計約 150 件のデータを追加した。2021 年３月現

在、12 ヶ国 14 機関によって 23 のポータルサイトが作成

され、総計約 950 件のデータが登録され、公開されている。 

 

（３）微生物遺伝資源分野における国際対応の強化 

ＮＩＴＥではアジア８か国・地域（モンゴル、ミャンマ

ー、タイ、ベトナム、中国、韓国、台湾、インドネシア）

の機関と締結している包括的覚書（ＭＯＵ）に基づき、共

同研究契約書を取り交わした上でモンゴル、ミャンマー、

タイ、ベトナム及びインドネシアから日本に移転した微生

物を、国内企業等に対し提供した。2020 年度は、タイ国立

遺伝子生命工学研究センター（ＢＩＯＴＥＣ）と生物遺伝

資源機関（ＢＲＣ）を活用した新たな生物遺伝資源の国際

移転促進の枠組みに関する合意書を更新した。 

アジア 15 カ国・地域の 28 機関による「微生物資源の保

全と持続可能な利用のためのアジア・コンソーシアム（Ａ

ＣＭ）」（事務局：ＮＩＴＥ）を通して、アジア多国間協力

を推進。2020 年度は、９月に初のオンライン会合となる第

17 回年次大会をＮＩＴＥ、理化学研究所バイリソース研

究センター（ＪＣＭ）及び国立環境研究所（ＮＩＥＳ）と

共同でホストした。また、ＡＣＭの活動に関する情報をと

りまとめ、ＡＣＭのホームページの更新を行う等、ユーザ

ビリティの向上に貢献した。 

また、微生物資源の利用に関する各国法規制情報とその

運用実態に関する情報を収集・分析し、ホームページで公

開している。2020 年度は、生物多様性条約の科学技術助言

補助機関第 24 回会合（ＳＢＳＴＴＡ－24）及び実施補助

機関第３回会合（ＳＢＩ３）の特別バーチャルセッション

並びに非公式会合（いずれもオンライン）に出席し、合成



197 

生物学や地球規模の多国間利益配分メカニズムに関する

最新情報を入手した。 

 

４．４．計量行政をめぐる動き 

経済活動、産業活動、国民生活にとって、適正な計量が

行われることは必要不可欠であり、「計量法」においては、

経済産業省、産総研、地方公共団体などの計量関係機関の

連携の下、着実に適正な計量の実施を確保するため、各制

度が規定されており、取引の信頼性を確保し、安全・安心

の基盤として機能している。他方、計量行政を取り巻く社

会環境の変化に的確に対応することも重要であり、2016

年の計量行政審議会では、①民間事業者の参入の促進 ②

技術革新、社会的環境変化への対応 ③規制範囲・規定事

項等の再整理・明確化の３つの視点から議論が行われ、同

年 11 月に答申（「今後の計量行政の在り方－次なる 10 年

に向けて－」）がなされている。2020 年度は、当該答申を

踏まえて、計量法関係法令（計量法関係手数料令、計量法

施行規則、特定計量器検定検査規則等）の改正を行った。

具体的には、特定計量器へ追加された「自動はかり」のう

ち、自動捕捉式はかりに続く形でホッパースケール、充填

用自動はかり、及びコンベヤスケールに係る検定手数料の

設定等、所要の措置を講じた。 

 

４．５．計量制度の的確な運用 

（１）特定計量証明事業認定制度（ＭＬＡＰ）の的確な

運用 

 特定計量証明事業認定制度（ＭＬＡＰ）はダイオキシン

類等極微量物質の計量証明の信頼性の向上を図るため、

2001 年６月の計量法の改正により導入され、2002 年４月

に施行された認定制度である。制度創設後、認定数は順調

に伸びたものの、2012 年頃から減少傾向に転じ、2020 年

度末の特定計量証明事業者数は 74 事業者となり、前年度

末の 79 事業者から減少した。 

 

（２）計量法トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）の推進 

計量法トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）は、国家計量

標準の整備と校正機関の審査・登録により、校正の国家計

量標準へのトレーサビリティ（追跡可能性）を確保する制

度である。この制度は 1992 年５月の計量法の改正により

導入され、1993 年 11 月に施行された。登録事業所数は増

加傾向が続いてきたが、2013 年度末に 260 事業所となっ

て以降は同程度の水準で推移し、2020 年度末における登

録事業所数は266事業所となった（前年度末265事業所）。

また、2020 年度のＪＣＳＳ校正証明書の発行件数は

589,795 件となり（前年度 594,972 件）、2008 年度から一

貫して増加傾向が続いていたが、2020 年度は微減となっ

た。 

 

（３）計量士国家試験、計量士の登録等の着実な実施 

特定計量器の検定・検査その他の計量管理を適確に行う

ために必要な知識・経験を有する者として、国家試験に合

格する等の基準を満たした者に対し、計量士の資格を付与

している。計量士は一般計量士と環境計量士（濃度関係、

騒音・振動関係）からなる。 

2020年 12月に、第71回計量士国家試験を実施した（574

名が合格）。 

2020 年度の計量士の登録者数は、一般計量士 144 名、

環境計量士（濃度関係）232 名、環境計量士（騒音・振動

関係）78 名であり、計 454 名の登録を行った。 

 

（４）適切な法令の解釈・運用、地方自治体、独立行法

人等との連携の強化等 

経済産業省、産総研、地方公共団体などの計量行政関係

機関からなる全国計量行政会議を 2020 年度においては、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、２月に書面

開催した。また、同会議の下部組織となる計量行政調整委

員会、技術委員会、適正計量委員会を開催し、関係諸機関

と緊密な連携の下で「計量法」の的確な解釈・運用の推進

を図った。 

 

４．６．計量行政に係る国際的対応 

（１）特定計量器の技術基準の国際整合化 

技術革新や国際整合化等に柔軟に対応することを目的

に、特定計量器等の技術的基準を定めている特定計量器検

定検査規則（検則）等の省令をＪＩＳ化し、これを引用す

ることを進めており、2015 年度に全特定計量器の技術基

準がＪＩＳ化された。引き続き、技術革新及び国際整合化

等の観点から必要に応じて引用したＪＩＳに関する改正

の検討を行っており、2020 年度はガスメーター等の２器

種について改正を行った。 
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（２）国際法定計量機関（ＯＩＭＬ）への対応 

国際法定計量機関（ＯＩＭＬ）の国際勧告、国際文書等

の審議に対応するため、国内に国際法定計量調査研究委員

会を組織し、我が国提案を反映させるべく取り組んだ。 

2020 年 10 月にオンライン形式で開催された第 55 回国

際法定計量委員会（ＯＩＭＬの執行機関（ＣＩＭＬ）年次

委員会。毎年１回開催。）においては、我が国が新規発行

作業及び改訂作業に関わった。 

新 D 35（石油計量表）、新 D 36（液体用基準体積管）、

新 R 148（非観血非自動血圧計）、新 R 149（非観血自動

血圧計）、新 R 150（湾曲した滑り台を用いた自動はかり）

の新規発行作業及び R 129（多次元寸法測定器）、D 1（国

家計量制度）改定版の最終草案が承認され、発行された。

このうち、D 35 及び D 36 は産業技術総合研究所が事務局

を務め、我が国の原案に各国のコメントを考慮して作成し

たものである。 

また、本来ならば４年に１回の開催である国際法定計量

会議（ＯＩＭＬ総会）の開催年だったが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受け、2021 年に延期されることとな

った。 

 

（３）アジア太平洋法定計量フォーラム（ＡＰＬＭＦ）へ

の対応 

2020 年 12 月に、オンライン形式で第 27 回アジア太平

洋法定計量フォーラム（ＡＰＬＭＦ）総会が開催され、各

加盟経済圏や各作業部会（ＷＧ）等からの活動報告等が行

われた。 

 

（４）日韓法定計量協力委員会 

1976 年に締結された産総研計量標準総合センター（Ｎ

ＭＩＪ）と韓国技術標準院（ＫＡＴＳ）との包括的な覚書

に基づき、これまで 42 回の日韓法定計量協力委員会が開

催されてきた。2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の

影響を避けるため、メールベースで日韓双方の計量法関連

の執行状況及び国際整合への対応状況等について情報交

換をした。 

 

４．７．計量行政に関する普及・広報 

 計量に関する知識の普及・向上を図るため、11 月を「計

量強調月間」、11 月１日を「計量記念日」としている。2020

年の計量記念日式典及び計量記念日全国大会は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により開催を中止した。 

 なお、経済産業大臣表彰として計量関係功労者 10 名、

産業技術環境局長表彰として計量制度運営等貢献者等 15

名については、表彰状及び副賞を送付した。 

 

４．８．計量行政審議会の活動 

 計量行政審議会は、経済産業大臣の諮問機関であり、計

量単位や特定計量器の検定、計量標準、計量士といった計

量法に基づく必要な事項等を調査審議している。 

計量士部会においては、2020 年８月と 2021 年１月に、

計量器の検査及びその他の計量管理を適確に行う計量士

の資格に関する事項についての審議等を行った。 
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